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令和９年３月新規高等学校等卒業者の就職に関する仕組み（案） 

 
(６月１日以降) 
①求人申込み 

若者雇用促進法に基づく
職場情報を含む 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用選考開始期日等】 

 

①公共職業安定所による求人申込みの受付開始 ・・・・・ ６月 １日 

③学校への求人申込み及び学校訪問開始    ・・・・・ ７月 １日 

⑦企業へ生徒の応募書類提出開始       ・・・・・ ９月 ５日 

⑧・⑨就職試験（選考開始）及び内定開始   ・・・・・ ９月１６日 

 

※ 文書募集開始               ・・・・・ ７月 １日 

文書募集による求人手続についても、通常の手続と同様に安定所の確認を受けると 

   ともに、応募の受付けは学校または安定所を通じて行い、推薦開始期日、採用選考期日に 

   ついても通常の取扱いと同様とする。 
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